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長野県佐久市における災害リスクと住民の防災意識
－公助・共助・自助の視点から－

矢ケ﨑太洋・山中博希・連　美綺・山下亜紀郎

本研究は長野県佐久市において，災害リスクと住民の防災意識を公助，共助，自助の視点から地域
の主体関係に着目して明らかにした．今後の地域の防災を考える上で，公助，共助，自助の視点は重
要な意味を持つ．公助としての佐久市は共助としての自主防災組織と自助としての世帯および個人に
対して，防災への準備と災害意識を高める政策を行っている．共助としての自主防災組織では地域の
自然環境や社会的な環境によって防災の取り組みが異なっている．自助としての世帯は世帯構成と世
帯主の職業によって防災への取り組みに違いが生じている．2014年２月に発生した想定外の規模の雪
害では，佐久市は雪捨て場の確保や除雪に対して業者および住民に補助を出すなどの対応にあたった．
自主防災組織や各世帯では高齢者の住宅の雪かきなどを助け合いながら行った．この想定外の雪害に
おいて，自主防災組織と住民の除雪に対する協力が重要な役割を担った．
キーワード：公助・共助・自助，災害意識，雪害，防災，佐久市

Ⅰ　はじめに

近年，世界的な温暖化の進行が明らかになり，
気候変動に起因するといわれる異常気象の発生が
危惧されている（IPCC 2013）．この全世界的な
気候変動を起因とする災害の大規模化および発生
率の増加への対応は今後の大きな課題である．日
本も例に漏れず，ゲリラ豪雨，突発的集中豪雨，
台風の勢力の拡大などが問題となっている．例え
ば，2014年８月に発生した「平成26年８月豪雨」
の影響で，広島県では死者74名，住宅全半壊戸
数255戸の大規模な土砂災害が発生している（国
土交通省砂防部 2014）．気象庁（2014）によると
2014年の天候不順は偏西風の滞留によって引き起
こされたとし，温暖化の影響を示唆している．地
球温暖化の進行による自然災害の増加に備え，行
政の防災施策に加え，地域社会および世帯・個人
の災害への準備はより重要度を増している．

日本の防災思想において，鈴木（1997）は阪神
淡路大震災などの災害経験から，行政を中心とし

た住民を含まない都市基盤防災に特化した防災政
策の限界を認め，地域社会による自主防災の重要
性および防災教育の徹底の重要性を指摘してい
る．その一方で，2011年に発生した東日本大震災
に関して，鈴木（2011）は防災政策の想定した津
波災害よりも大規模な津波が襲来したことから，
想定外の災害に対する準備不足と災害予測へ幅を
持たせることを指摘した．この想定外の災害は，
東日本大震災などの地震災害だけでなく，気候変
動による災害の増加と激化が進む現在において，
柔軟な地域および世帯・個人の防災力という観点
において大きな意味をもつ．

山下（2010）は行政のみの防災施策の限界を指
摘し，総合防災力を考察する指標として「公助」

「共助」「自助」の視点を利用している．公助は行
政組織を主体とした対策と支援を表し，共助は地
域社会における助け合いを表し，自助は世帯およ
び個人での対策を表している．地域社会におい
て，個人や世帯による自助は町内会や自主防災組
織などの共助に内包され，これらの共助は町内会
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などの範囲が行政界としての市町村に内包されて
おり，階層性を持つ概念である．それぞれの主体
における災害への意識および防災活動を明らかに
するとともに，主体間の関係性を考察することで
地域の総合的な防災力を明らかにすることができ
る．

そこで，本研究では平時では災害が少ないとさ
れる長野県佐久市を対象地域として，公助，共助，
自助の視点から地域の主体関係に着目し，災害リ
スクと地域社会および世帯・個人の防災意識と防
災準備を明らかにし，2014年２月に発生した想定
外の雪害における各主体の対応から，地域の防災
意識と防災力の考察をおこなう．研究を進める上
で，公助としては長野県佐久市総務部庶務課防災
係への聞き取りを行った．共助に相当する自主防
災組織は，それぞれの地区毎に自然環境と社会環
境が異なり，災害リスクおよび災害に対する意識
が異なるため，社会環境と自然環境の差異を基準
として５つの地区（三家地区，苦水地区，下越地
区，三分地区，入布施地区）を選定し（第１図），
自主防災組織の会長へ，地区の基礎情報，自主防
災組織の沿革，地域の被災経験，平時の防災準備，
2014年２月の雪害対応の５項目について，聞き取
りを行った．自助としての世帯・個人の防災意識

を明らかにするために防災への準備，防災訓練へ
の参加，災害意識に関するアンケートを2014年５
月25日から６月25日の１カ月の期間，事例とした
５地区の住民に対して行った．アンケートの詳細
はⅤ章で後述する．

本研究の対象地域として選定した佐久市は面
積424km2，人口100,010人（2014年９月１日現在）
であり長野県東部，千曲川上流域の盆地に位置し
ている．佐久地域は古くから千曲川の氾濫の影響
を受けてきた．1742年（寛保２年戌）旧暦８月１
日には「戌の満水」と呼ばれる千曲川の大規模氾
濫が発生しており，消滅した集落もあったという．
その結果，現在でもお盆の墓参りとは別に新暦８
月１日に墓参りをする風習が残っている（千曲川・
犀川治水史研究会編 2004）．近代以降では，1949
年８月31日のキティ台風や1959年９月26日の伊勢
湾台風の被害を受けているが，千曲川の度重なる
護岸工事の影響で千曲川本流の氾濫は無くなり，
戌の満水のような大規模災害は発生しなくなっ
た．その一方で，近年では1999年の田子川の氾濫
や2007年の滑津川の氾濫などの支流および山間部
における土砂災害や農業用水の氾濫が発生してい
る．

本研究で対象とする三家地区，苦水地区，下越

第１図　研究対象地域
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地区，三分地区，入布施地区はそれぞれ自然環境
と社会環境が異なる．自然環境では，三家地区と
下越地区はどちらも佐久市中心部に隣接し，相対
的に都市的な性格を有する地区であり，どちらの
地区も平坦な地形に立地している．一方で，入布
施地区と苦水地区，三分地区は，農村的な性格を
有する地区であり，地形的には苦水地区，入布施
地区，三分地区の順に比較的急峻な地域に立地し
ている．社会環境では，2010年国勢調査の年齢別
人口統計において，高齢化率（65歳以上）は中込
地区（三家地区が含まれる）で14.6％，内山地区（苦
水地区が含まれる）で18.9％，下越地区で18.1％
であった一方で，三分地区で24.2％，入布施地区
で24.3％であり，２地区は高齢化が特に進んでい
る．産業別人口においては，第３次産業従事者
が中込地区で65.3％，下越地区で60.8％であった
のに対し，内山地区で53.7％，三分地区で46.1％，
入布施地区で47.3％であった．一方で，第１次産
業従事者が中込地区で3.7％，下越地区で5.2％で
あったのに対し，内山地区で10.7％，三分地区で
15.2％，入布施地区で22.8％であった．以上のこ
とから，中込（三家）地区と下越地区よりも内山（苦
水）地区，三分地区，入布施地区は第１次産業が
盛んな地域である．

Ⅱ　公助：佐久市の防災施策

本章では公助の立場である佐久市の防災施策を
「佐久市全体における防災施策」，「共助に対する
防災施策」，「自助に対する防災施策」の３つに分
類し検討する．

Ⅱ－１　佐久市全体における防災施策
佐久市全体における防災施策はおおまかに佐久

市地域防災計画の策定，災害時応援協定，佐久市
総合防災訓練の３つに分けることができる．

佐久市地域防災計画（佐久市防災会議 2012）
は風水害，地震，火山災害などに対する予防，応
急，復旧，復興のそれぞれの段階における諸施策
を示したものであり，2005年に初めて策定された．

その後は，関連法令の改正や用語の解釈の変更な
どに応じて内容の検討や修正が行われてきた．東
日本大震災の発生を契機とした国の防災基本計画
や長野県の地域防災計画の改定を受けて，2012年
に大がかりな見直しを行った．主な修正内容とし
ては，東日本大震災の教訓や課題を受けて，佐久
市では独自にスマートフォンやソーシャルメディ
アの活用といった情報通信手段の確保に関する見
直しや，原子力災害への対策を記した節の新設を
行った．これに加え，国や県の防災計画の見直し
を受け，食料品等の備蓄目標の設定，南海トラフ
巨大地震・深層崩壊への対策，飼養動物の保護対
策，観光地の災害対策などの修正を行った．佐久
市は，大規模な災害が発生した際に食料などの提
供，職員の派遣などを相互に行う「災害時応援協
定」を全国の市区町村と締結している（第１表）．
協定には主に，食料や飲料水・生活必需物資の供
給や被災者の救出・施設の応急復旧等に必要な資
機材および物資の提供，救助や応急復旧に必要な
職員の派遣等の内容が含まれている．災害時応援
協定の締結は2011年の東日本大震災以降に増加し
ているが，佐久市からの要請ではなく，他の市町
からの要請を受け入れる形が多いという．これは，
佐久市は大規模な災害が少ないこと，ドクターヘ
リに代表される医療施設が充実していることが理
由である．

佐久市では行政，防災関係機関，地域住民，自
主防災組織，その他関係団体等が連携して各種の
防災訓練を行い，防災組織体制の強化と確立，防
災意識の普及と高揚を図ることを目的とする佐久
市主催の佐久市総合防災訓練を実施している（写
真１）．1996年から防災週間中（８月30日から９
月５日）の土曜日に毎年行われ，市内７地区（浅
科，浅間，臼田，中込，野沢，東，望月）のいず
れかを担当地区として持ち回りで行っている（第
２表）．内容は毎年多少異なるものの，災害対策
本部設置訓練，避難誘導訓練，初期消火訓練，給
食訓練，救出訓練，ドクターヘリ要請収容訓練な
ど多岐にわたっており，佐久市，担当地区の住民

（自主防災組織）のほか，陸上自衛隊，警察・消
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防，病院，企業なども参加する大規模なものとなっ
ている．担当地区の住民の参加人数がその地区の
人口の５％以上となるように佐久市は各区に要請
しているが，担当地区以外の住民も見学・参加す
ることができる．2013年度は中込地区が担当で，
８月31日に千曲川スポーツ交流広場で実施され，
住民約250人を含む27機関およそ1,800人が参加し
た．実施にあたっては，佐久市の広報や佐久ケー
ブルテレビ，FMさくだいらを通じて，住民の参
加を呼びかけた．

Ⅱ－２　共助に対する施策
災害に備え，共助に対して働きかける防災施策

としては，自主防災組織の結成の促進，災害発生
等状況通報担当者の設置，ささえ合いマップ作成
の促進の３つを行っている．

佐久市は240区の自治会に規約や組織編成，活
動の例や案を示し，自主防災組織の結成を要請し
てきた．その結果，2013年現在では231区に自主
防災組織があるが，残りの区は住民の高齢化や人
口が少ないこと，団地が多く住民間の交流が希薄

であることなどを理由に結成が見送られている．
佐久市は各自主防災組織に１年に１回，自主防災
組織が中心となった防災訓練の実施を要請してお
り，事前にその防災訓練の実施計画の提出と事後
に実施結果の報告を行うよう求めている．また佐
久市は2005年４月から，自主防災組織がヘルメッ
トや担架，毛布など防災資機材等を購入する際に，
３分の２以下の補助率，10万円を上限とし，補助
金を交付し，自主防災組織の活発化を図っている．

佐久市の災害発生等状況通報担当者（以下，通
報員）は240区ごとに，その近所に住む１人以上
の市職員が選定されている．主な役割は災害発生
時に担当の自主防災組織の区長と意思疎通を図
り，速やかに区の被害状況を市役所に伝え，同時
に市役所からの指示を区に伝える役割を担う．通
報員の設置は自主防災組織と佐久市の情報伝達の
円滑化を目的としており，災害時の佐久市への情
報混乱を防止する役割を担っている．

ささえ合いマップは区によって支え合いマッ
プ，助けあいマップなどその名称は異なるものの，
高齢者や障害者の所在を住民が地区の地図に表記

第１表　佐久市の災害時応援協定

　注）佐久市が締結している市町村に対する協定のみ
 　（佐久市提供資料より作成）
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したものを指す．この地図を共有することで，災
害時の避難の段取りを事前に決めておくなど，避
難時に役立てることができる．佐久市はこのマッ
プの作成を自主防災組織に求めており，2013年現
在，208の区で作成済みである．佐久市は，ささ
え合いマップの取り組みに代表されるように自
助・共助・公助の視点に加え，自助と共助の間の「近
助」を提唱しており，向こう三軒両隣程度の近所
の日頃からのつきあいを避難時にも生かそうと考
えている．

Ⅱ－３　自助に対する施策
自助に対する防災施策は防災マップの発行と配

布，防災無線，浅間山ライブカメラ，緊急速報メー
ルがあげられる．

防災マップは2006年３月に前年の市町村合併を
機に佐久市として初めて，浅間山火山防災マッ
プ，佐久市千曲川洪水避難地図（ハザードマッ
プ），佐久市防災マップの３種類が作成された．
2013年３月に発行された最新の佐久市防災マップ
は別々に作成されていたこれらのマップの統合や
情報の集約・追加・更新が行われたものになって
おり，佐久市内の全戸に配布されている．佐久市
防災マップは冊子と地図がセットになっており，
冊子部分には災害に備えて準備しておくものや心
構え，風水害や土砂災害など災害ごとの基礎知識
の解説，自主防災組織の役割として災害時要援護

者の支援の方法について記載されている．また緊
急連絡先や非常持ち出し品の収納場所，家族の血
液型の情報などを記入できるページがあり，世帯
ごとに災害への備えに関する情報がまとめること
ができるようになっている．地図は佐久市の７つ
の地区（浅科，浅間，臼田，中込，野沢，東，望
月）ごとに作成され，片面が佐久市全体，もう片
面がその地区ごとの防災マップとなっている．地
図上には，土砂災害警戒区域，地すべり危険箇所，
洪水による浸水想定区域とその深さ，火山灰の降
灰予想区域，融雪型火山泥流の流下想定範囲およ
び，砂防施設や防災備蓄庫，救急指定病院，避難
場所の位置などが記載されている．避難勧告等の
発令基準，災害・避難情報の伝達経路，避難場所
の住所と電話番号なども，図表化され見やすくま
とめられている．また防災マップの活用と題し，
自宅の位置と周辺の危険箇所の確認，避難先の確
認，避難ルートの確認を呼びかける旨の記述もあ
る．佐久市防災マップは長野県建設事務所が行っ
たシミュレーション結果をもとに，佐久市や消防
が加筆する形で作成された．例えば，望月地区は

写真１　佐久市総合防災訓練の様子（2013年）
 　（佐久市HPより）

第２表　過去の佐久市総合防災訓練実施地区

 　（佐久市提供資料より作成）
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長野県建設事務所の河川の調査が進んでいないた
め，佐久市が独自に判断して，洪水による決壊等
の危険区域を示している．

災害発生時に住民に対し，その情報伝達を行う
施策としては，防災無線，浅間山ライブカメラ，
緊急速報メールがある．防災無線は2005年の市町
村合併時，旧佐久市と旧望月町には設置されてい
なかったため，佐久市が整備を進め2011年３月に
完了し，現在佐久市内に防災無線のスピーカーが
285基設置されている．防災無線では台風接近時
に河川の増水や土砂災害への警戒を呼びかける放
送を流しているほか，平時には詐欺に対する警戒
や野生鳥獣への注意，火災の予防の呼びかけなど
にも利用されている．

浅間山ライブカメラは佐久市役所の屋上に設置
されており，浅間山を常時写している．浅間山の
噴火に対する広域的な防災対策を協議した「浅間
山火山対策会議」の一環として1995年に設置され，
佐久市，小諸市，軽井沢町，御代田町の４市町に
配信されている．佐久市総務部庶務課防災係がラ
イブカメラの管理を行い，消防が運用を担ってい
る．この映像は佐久市のホームページで公開され
ているが，防災を目的とした設置にもかかわらず，
遠隔地からの浅間山の見物など観光を目的とした
閲覧および問い合わせも多い．

緊急速報メールはＪアラート１）の自動音声通信
を採用しており，災害発生時に災害情報を自動配
信する仕組みであるが，現在までのところ運用実
績は無い．このほかに佐久市は住民に対して，災
害の発生に備えて家族での３日分の食料や水の確
保を促進したり，市の広報により防災訓練の日程
や計画を周知したりしている．

Ⅲ　共助：自主防災組織の取り組み

自主防災組織は基本的に区毎に結成され，2013
年現在，240区のうち231区に自主防災組織があ
る．もっとも古いものは1989年結成の浅間地区の
白山区自主防災組織であり，もっとも新しいのは
2013年結成の浅間地区の西屋敷区自主防災組織で

ある．旧佐久市の区では1996～1999年頃に，2005
年の合併で佐久市となった臼田，浅科，望月地区
では，2007～2009年に佐久市からの働きかけを受
けて結成された区が多い．

自主防災組織には主に情報班，消火班，救出救
護班，避難誘導班，警戒班，給食給水班にそれぞ
れ班員が置かれ，災害時に活動に当たる仕組みと
なっている２）．自主防災組織の会長は区長との兼
務となっており，その任期は基本的には２年であ
る．ただし多くの区で，防災対策に取り組むにし
ては任期が短いことに不安の声が聞かれた．また
避難場所の確保が困難な地域もあった．

佐久市としては防災対策を強化するうえで，共
助としての自主防災組織の果たす役割の大きさを
十分認識しており，Ⅱ－２で述べた通り，共助に
対していくつかの施策を講じている．自主防災組
織結成の促進や総合防災訓練への参加の要請，自
主防災組織が中心となった防災訓練の実施やささ
え合いマップ作成の要請，防災資機材購入への補
助，通報員の設置などの施策がこれにあたる．

ただ，実際の自主防災組織の活動状況は各区の
自然環境や社会環境によって異なっており，防災
意識もさまざまである．本章では，市内の５区を
事例とし，それぞれの自主防災組織の活動実態や
区の状況を比較するために，第３表に取り組みを
まとめるとともに，第２図では各地区の防災施設
の分布について示した．以下に区ごとの取り組み
の詳細を記述する．

Ⅲ－１　三家地区
三家地区の自主防災組織は2004年４月に結成さ

れた．自主防災組織は三家第一区と第二区の合同
で結成されており，どちらかの区長が自主防災組
織の会長となる．三家地区ではこれまで区の防災
訓練を実施したことはなく，総合防災訓練への参
加を代替訓練と位置づけている．担当地区であっ
た2013年の総合防災訓練の際には，自主防災組織
が住民にも参加を呼びかけ，自主防災組織の役員
と住民合わせて20人ほどが参加した．また担当地
区以外の年でも，区の役員５人ほどが毎年参加し
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ている．佐久市の防災資機材の購入補助の制度に
ついては，知っているものの利用したことはない．
また区内の防災無線は2010年に公会堂の１か所に
設置されたのみであるが，他の区に設置されてい
る防災無線からも放送は聞こえてくるので不便は
ない．なお通報員とは台風の接近時などに連絡を
取り合うなど，一定の意思疎通を図っている．さ
さえ合いマップは自主防災組織結成前の2006年に
作成されたものの，これまで災害時に活用された
ことはない．普段は民生委員が管理しており，高
齢者のひとり暮らし世帯への戸別訪問や確認のた
めに用いられている．凡例は「高齢者のひとり暮
らし世帯」「高齢者のいる世帯」「要介護者のいる
世帯」である．

Ⅲ－２　苦水地区
苦水地区は事例５区のうち，もっとも早く1998

年４月に自主防災組織が結成された．自主防災組
織としては地区の地形や過去の被災歴から，大雨
による土砂災害への備えや対応に力を入れてい
る．

苦水地区では自主防災組織のより小さい単位の
組織として，隣組と呼ばれる連絡・避難体制の確
立を目指している．区の世帯を近所の２～６世帯
ずつ14の隣組に分け，リーダーを固定し，避難の
判断を各組のリーダーに任せる．こうすることで，
自主防災組織では対応しきれない被災を未然に防
ぐことを目標とした早期避難の実行時に，素早く
柔軟な対応ができるようになる．

総合防災訓練へは担当地区だった2013年には，
佐久市からの参加の要請もあり，自主防災組織の

第３表　各区における自主防災組織の取り組み

　注１）－は該当なし
　注２）地区名横の番号は第２図と共通
 （聞き取り調査より作成）
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役員６名が参加した．一方で担当地区以外の年は
参加したことがない．また区独自の防災訓練とし
ては，防災懇談会（後述）を受け，2011年に豪雨
災害を想定した避難訓練が実施されたものの，そ
れ以後は行っていない．この防災訓練では，当日
に区内のどこかの場所で異常が起きたことを確認
し，見つけた人が役員に通報するという通報訓練

と，それを受けて避難場所に避難する避難訓練が
行われた．

苦水地区内に佐久市指定の避難場所はなく，区
では苦水地区の公民館を自主的な避難場所として
いた．しかし，背後に斜面が迫っていることや滑
津川が氾濫した場合孤立する恐れがあることか
ら，より適切な避難場所を模索している．現在で

第２図：各区における防災施設の分布（2014）
　注１）避難場所および防災行政無線は事例地区に分布するもののみ．
　注２）各地区の地図の縮尺は共通．
 （聞き取り調査などにより作成）
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はガソリンスタンド跡地の元売店の建物を避難場
所としているが，電気やガス，水道が使用できな
いことが課題である．そのため自主防災組織では
災害が発生する前などにできる限り早く，佐久市
中心部や国道沿いのコンビニ付近まで避難するよ
うに勧めている．佐久市による防災資機材等の購
入補助の制度は区として認知しておらず利用した
ことはない．

区内には2009～2012年に，従来の集落と別荘地
をあわせて防災無線が３基設置された．別荘地の
防災無線には，その音に関しての苦情もある．ま
た，通報員が誰であるのかは把握しておらず，連
絡もとったことがなかった．

ささえ合いマップに関しては，災害時に関連し
た主な凡例が「ひとり暮らしの世帯」と「空き
家」のみであった．また別荘地を有するという性
格上，一部に情報を把握できていない部分がある
ものの，隣近所にどのような人が住んでいるかは
おおむね把握しているとのことであった．

2010年度，苦水地区は長野県が行った土砂災害
に対する地域防災力向上を目指す取り組みのモデ
ル地区となり，専門家の講演会や住民が主体と
なったワークショップ形式の懇談会が実施され
た．講演会には地域防災研究の専門家を招き，最
近の豪雨災害の特徴，現行の防災体制の問題点な
どについて講演が行われた．続いて１回目の住民
懇談会では，地域の土砂災害の危険箇所を知るこ
とを目的に，過去に災害が発生した場所などを地
図に書き込み，安全な避難場所について討議した．
２回目には地域の避難方法について住民同士が話
し合った．この取り組みは，苦水地区の住民が地
域の防災や避難行動について考える大きな機会と
なった．まずこの懇談会の成果として，住民の意
見や経験を取り入れた区独自の防災マップが作成
された．マップには土砂災害警戒区域などのほか
に，住民で取りまとめた「大雨が降るとみられる
予兆現象」や「過去に災害が発生した場所」，「比
較的安全そうな場所」なども書き加えられている．
また避難開始のタイミングなどを決めた自主避難
計画や，避難に備えて用意しておくものの一覧表，

土砂災害発生の予兆現象などがまとめられている
など，この防災マップは住民の避難に重点を置い
たものとなっている．なお苦水地区で2011年に一
度だけ行われた防災訓練は，この懇談会をふまえ
て実施されたもので，異常事態の発生から役員や
区長等への連絡，避難場所までの移動と，災害発
生時の情報伝達と避難に関連する訓練であった．

苦水地区では別荘地における災害時の対応や備
えが課題となっている．過去に土砂災害による被
害があったことから，砂防堰堤の整備が計画され
るなどハード面での対策が進行しているが，2007
年の被災後はソフト面での防災対策も進んだ．別
荘地の住民と区の住民は以前は疎遠であったが，
2008年には別荘地の住民が区の自治会に準ずる賛
助会を結成した．賛助会には多くの別荘地の住民
が加入し，防災に関する話し合いも行われた．た
だし，別荘地の性格上，定住ではなく訪問という
形式であるため，災害時の別荘地の人の有無が確
認できないことから，避難の支援や誘導に関して
区が責任をもつことは困難だとしている．そのた
め，別荘地の住民に対しても災害時には早期の自
主避難の周知徹底・啓蒙に努めているほか，災害
が発生しそうな時には別荘地を訪問しないように
注意するなど，各世帯および個人の防災の取り組
みに大きく依存している．

Ⅲ－３　下越地区
下越地区では市町村合併後の2008年10月に，佐

久市からの要請を受けて自主防災組織が結成され
た．自主防災組織では，世帯数が多いため８つの
常会ごとに各地域を把握し，組織の連絡網を整え
ている．

総合防災訓練には臼田地区が担当の場合は,自
主防災組織の役員が中心となって参加している．
一方で，区の防災訓練は2009年から毎年実施して
おり，2013年の訓練には70～80人が参加した．前
年までは自主防災組織の役員のみに参加しても
らっていたが，2013年からは区の全戸に参加を呼
びかけている．内容は土のう作りや消火栓を用い
た消火訓練，救急救命訓練，炊き出し（給食給水）
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訓練などである．
下越地区では佐久市の防災資機材の購入補助の

制度を活用して，ヘルメットや懐中電灯，ハンド
マイクなどを購入し，区の公会堂脇の物置に配置
しており，おおよその機材は揃っている．

防災無線は区内に４か所設置されており，2004
～2005年に導入された．防災無線は区のみの放送
もできるようになっており，災害時の活用が想定
されている．また下越地区には以前から有線放送
電話が各世帯に設置されており，防災無線と同じ
放送が流れるようになっている．

通報員については認知しているものの，災害が
発生していないこともあり，これまで連絡を取っ
たことや直接会ったことはない．

ささえ合いマップは佐久市から要請されて，
2008年に常会や班ごとに情報を把握して作られ
た．その凡例は「子ども（中学生以下）がいる世
帯」「要介護者がいる世帯」「高齢者のひとり暮ら
し世帯」「高齢者のみの夫婦世帯」である．また
あわせて高齢者や障害者に関してはかかりつけ医
も把握している．

Ⅲ－４　三分地区
三分地区では2008年４月に佐久市からの働きか

けを受けて，自主防災組織が結成された．
総合防災訓練へは佐久市からの要請もあり，担

当地区の年には自主防災組織の役員だけでなく住
民にも参加を呼びかけた．他の地区が担当の場合
には参加したことはない．三分地区では消火栓を
使った消火訓練を30～40年前から実施していた
が，区の防災訓練は2012年に初めて行い2013年も
実施された．2012年の防災訓練では消火訓練のほ
かに，佐久市の防災担当の職員を呼び災害やそれ
に対する備えなどについて講話をしてもらった．
また2013年の防災訓練では，避難所の設置や運営
を想定しその模擬体験ができるゲームを行うな
ど，特徴的な内容の防災訓練を行っている．なお
2012年の防災訓練には自主防災組織の役員のみが
参加したが，2013年からは住民全員に参加を呼び
かけ，30人ほどが参加した．2014年からはさらに

多くの人に参加してもらおうと，これまでの回覧
板による呼びかけに加えて各戸へのチラシの配布
による呼びかけを検討している．

三分地区内には佐久市指定の避難場所はない
が，区では公民館を一時的な避難場所としていて，
住民にも広く認識されている．三分地区では，防
災資機材の購入時に補助金を交付する佐久市の制
度を利用し，これまでにヘルメットやハンドマイ
ク，スコップ，救急セットなどを購入した．これ
らの用具は区の公民館の倉庫にまとめて保管され
ている．防災無線は2005年に１基が区の公民館に
設置された．防災無線から区のみの放送を流すこ
とはできるが，これまで利用したことはない．ま
た下越地区と同じく各家庭に有線放送電話が設置
されている．通報員については認知しておらず，
平時に連絡を取り合うこともない．

ささえ合いマップは佐久市臼田支所の市民福祉
課が作成に携わり，主に区の民生児童委員が管理
している．そのため普段は高齢者の戸別訪問など
福祉分野で活用されている．他の住民に作成の協
力を得たり，個人情報が含まれているとして公開
したりしていないことから，マップがあることを
多くの住民は知らず，防災面での活用には大きな
壁がある．しかし，どのような人が住んでいるか
は近所同士で把握している住民が多い．ささえ合
いマップの凡例は「高齢者のひとり暮らし世帯」

「昼間のみ高齢者ひとりとなる世帯」「寝たきりの
方がいる世帯」「身体障害者のいる世帯」「知的障
害者のいる世帯」などと他の地区に比べて多い．

Ⅲ－５　入布施地区
入布施地区の自主防災組織は2008年３月に佐久

市からの働きかけを受けて結成された．総合防災
訓練には担当地区であっても，農繁期と重なるた
めほとんどの住民が参加せず，自主防災組織の役
員も数人が参加した程度であった．一方で区の防
災訓練は2011年から実施しているが，多くの区が
９月の防災週間に合わせて実施しているのに対
し，入布施地区では農繁期と重ならないように10
月末～11月初めに行っている．防災無線や有線放
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送電話で参加を呼びかけ2012年の訓練には，100
名以上の住民が参加した．内容は消火訓練のほか
に，避難訓練，訓練カードの提出による高齢者等
の災害時要救護者の安全確認訓練であった．

避難場所は２か所が指定されているが，そのう
ち布施地域コミュニティセンターは布施川の想定
氾濫区域になっているため，避難場所として集落
内にある寺を指定してほしいと佐久市に要望した
が，公共施設しか指定できないとして認められて
いない．佐久市の防災資機材の購入補助制度につ
いては知っているもののこれまで活用したことは
ない．

防災無線は2010年に設置され，他の区と同様に
区内のみに放送を流すこともできる．入布施地区
にも有線放送電話が当時の望月町によって20～30
年前から各世帯に設置されている．ただ区内のみ
の放送は有線放送電話からは流れない．通報員に
ついては認知しておらず，平時や防災訓練の際に
連絡を取り合うこともない．ささえ合いマップは
入布施地区では助けあいマップの名で，自主防災
組織結成の約10年前に作成された．作成や情報の
更新時には班長に手伝ってもらい普段は区長が管
理しているが，個人情報のためどのように活用す
ればよいか扱いに苦慮している．凡例は「高齢者
のひとり暮らし世帯」「高齢者のいる世帯」「二世
帯同居世帯」であり，消火栓の位置なども図示し
ている．また，当初は各家庭の間取りも把握する
ようにしていた．

Ⅲ－６　小括
以上のことから，いずれの区においても自主防

災組織が結成され，佐久市からの働きかけや支援
を受けて共助として基本的な防災体制は整えられ
ている．しかし，重きを置いて行っている取り組
みや工夫の方法については区ごとに差異があっ
た．たとえば苦水地区においては，過去の土砂災
害の被災経験や行政主導のワークショップの実施
などから，住民の避難に重点を置いた取り組みが
進行していた．下越地区では他地区と比べて子ど
もが多いことからささえ合いマップの凡例に子ど

ものいる世帯を加えていた．ささえ合いマップの
運用面では民生員の訪問などにも利用されていた
が，苦水地区以外の地区では個人情報が多く含ま
れるささえ合いマップの利用は限定的であった．
苦水地区のささえ合いマップは他地区に比べて防
災の色合いが強く，より柔軟に活用しているのが
特徴的であった．通報員の認知は地区によって
様々であったが，２年程度で変わる区長の引継ぎ
不良や通報員との連絡不足で認知されていない地
区があった．

Ⅳ　自助：住民の防災意識

本章では自助としての住民の防災意識を明らか
にするにあたり，世帯や個人の防災への取り組み
や防災訓練への参加実態などを質問するアンケー
ト調査を行った．

Ⅳ－１　アンケート概要
アンケートは世帯主を対象にし，対象地域は佐

久市に属する自主防災組織である苦水地区，入布
施地区，下越地区，三分地区，および三家地区の
一部である三家２地区とした．アンケートの主な
項目は「世帯での防災への取り組み」「地域にお
ける防災訓練への参加実態」「自然災害への意識」

「公助・共助に対する意識」とした．苦水地区と
入布施地区，三分地区は各地区の区長の協力の下
で，回覧板によるアンケートの配布と各区長によ
る回収を行った．三家地区は区長の協力の下で，
回覧板によるアンケート配布と郵便による回収を
行った．下越地区は地区の回覧板による周知後に
200通のアンケートをポストに投函する形で配布
し，郵便による回収を行った．その結果，苦水地
区は総世帯数51世帯で回収率80％，入布施地区は
総世帯数128世帯で回収率28％，下越地区は総世
帯数480世帯で200通を配布し回収率33％，三分地
区は総世帯数160世帯で回収率46％，三家２地区
は総世帯数135世帯で回収率35％であった．

アンケート回答者の年齢構成は20～50代が
30％，60代が30％，70～80代が40％であり，60代
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以上が中心となっている（第３図）．地区別では
入布施地区では生産年齢世代３）の回答が少なく，
高齢世代の世帯主の回答が多かった．これとは対
照的に，三分地区は若年世帯が他地区よりも多
かった．

アンケート回答者の家族構成は世帯における年
代別の人数から推計した．65歳以上の高齢者を含
む世帯が66％であり，独居老人は15％を占めた．
地区別の家族構成比率（第４図）においては，三
分地区は生産年齢世代のみの家族が34％であり，
その一方，入布施地区は高齢者世帯を含む家族が
66％を占めたが，40％の世帯が二世帯の家族構成
であった．65歳以上の高齢夫婦と高齢独居の世帯
が苦水地区で49％，三家地区で43％を占めた．

地区毎の職業構成はアンケート回答者の40％が
70～80代であることから40％程度が「無職」であ
る（第５図）．三家２地区ではロードサイドの店
舗が多いことから「自営業」の回答が20％であり，
他地区は10％前後の割合であった．下越地区と入
布施地区は農林水産業を職業とする回答が20％で
あった．

第５図　アンケート回答者の職業構成

第３図　アンケート回答者の年齢構成 第４図　アンケート回答者の家族構成
注１）生産年齢世代は18～65歳未満，高齢世代は65歳

以上とした．生産年齢二世帯は高齢者のいない世
帯，高齢二世帯は高齢者を含む世帯とした．

注２）内側の円グラフは子供の有無，外側の円グラフ
は子供（18歳未満）を除く世帯構成を示す．
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Ⅳ－２　各世帯および個人の防災への備え
防災への備えとして，世帯における防災マップ

の活用と世帯における防災への取り組みの質問を
した．この設問の結果は第６図の通りである．防
災マップが的確に運用されているといえる「常に
見られる所に貼ってある」と「大雨の時などに時々
見ることがある」の割合は苦水地区と三家地区が
比較的高かった．特に三家地区では積極的な防災
マップの活用がなされており，この要因としては
三家地区は自営業が多く（Ⅳ－１），店舗で利用
されていたと推察できる．世帯における防災への
取り組みに関しては，「避難所を知っている」「普
段から災害危険箇所を確認している」「避難経路
を確認している」「防災グッズを準備している」「災
害時の隣近所での助け合いの段取りを決めてい
る」かどうかを質問した．この選択肢の地区毎の
回答率と，回答数を点数化して地区毎の平均を示
したのが第４表である．下越地区の住民の90％が
避難所の場所を確認しており，この回答率が平均

得点の増加に貢献している．一方で，三分地区は
避難所の周知が進んでいなかった．この要因とし
ては，三分地区内の避難所が市などから指定され
ていないことがあげられる．苦水地区は長野県の
防災訓練の効果により，平均得点が比較的高かっ
た．

Ⅳ－３　防災訓練への参加実態
佐久市総合防災訓練および地域の防災訓練の参

加状況において，佐久市総合防災訓練では参加お
よび見学したことのある回答者は30％であり，参
加および見学をしたことのない回答者は53％，認
知していない回答者は17％であった．一方で，地
域の防災訓練の参加経験は１回以上と回答した住
民が59％であり，参加したことが無いと回答した
住民が32％，認知していない住民が９％であっ
た．佐久市総合防災訓練と比べ，地域の防災訓練
により参加する傾向が明らかになった一方で，地
域の防災訓練にも１度も参加したことがない住民
が41％を占めた．佐久市総合防災訓練の地区毎の
参加および不参加理由（第７図）では，参加と回
答した住民の理由として地区の役員であることを
理由とした回答が全体的に多かったが，入布施地
区では23％と高い水準であった．不参加と回答し

第６図　各地区における防災マップの活用

第４表　世帯の防災への防災準備の回答率と平均
得点

注１）Ａ～Ｆは質問への回答率を100分率で表したもの
である．得点は回答者の選択を１点として合計
し，回答者数で平均値を取ったものである．

注２）Ａ：避難所を知っている
　　　Ｂ：普段から地域の災害危険個所を確認している
　　　Ｃ：避難経路を知っている
　　　Ｄ：防災グッズを準備している
　　　Ｅ： 災害時の隣近所での助け合いの段取りを決

めている
　　　Ｆ：そのほか
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た住民の理由としては，全体的に仕事の都合を理
由とした回答が多かったが，苦水地区の45％が地
域の防災訓練と世帯の防災準備で十分と回答して
いた．地域の防災訓練の地区毎の参加および不参
加理由（第８図）では，参加と回答した住民の理
由として，下越地区，三家地区，三分地区では地
区の役員であったことを理由とした回答が多かっ
たが，苦水地区では防災に関心があることを理由
とした回答が多く，入布施地区では防災に関心が
ある，および近所の声がけを参加理由として回答
した住民が多かった．不参加と回答した住民の理
由としては，全体的に仕事の都合が大きな割合を
占めるが，苦水地区では健康上の理由，入布施地
区では市の総合防災訓練で十分と回答した住民が
多かった．

Ⅳ－４　被災経験と災害意識
アンケート回答者が自由記述式で回答した最も

危険と感じた災害としては全体で157の回答があ
り，2014年２月大雪が32％，1999年大雨が20％，
伊勢湾台風が13％，2007年台風９号が13％，2012
年台風17号が７％，東日本大震災が７％，2009年
台風19号が６％，キティ台風が２％であった．地
区ごとの集計では，苦水地区で大きな被害を引き
起こした2007年台風９号を回答する住民が50％に
およんだ．1999年大雨に関する回答は近くの団地
が被害を受けた下越地区で40％，より上流に位置
する三分地区で30％であった．2014年大雪に関し
ては入布施地区と三分地区，三家地区の回答が
40％であった．これらから，地区内および地区周
辺の災害に危機感を持つ一方で，佐久地域では珍
しい2014年２月の大雪に危機感を持った住民が多
かったことがわかる．

Ⅳ－５　公助・共助に対する意識
防災に関して回答者が期待する主体の順位（行

第７図　総合防災訓練の参加・不参加の理由
注）内側の円グラフは不参加理由，外側の円グラフは

参加理由を示す．

第８図　地域防災訓練の参加・不参加の理由
　注）内側の円グラフは不参加理由，外側の円グラフ

は参加理由を示す．苦水と入布施の不参加理由
は回答数が10以下であり，参考までにとどめて
おく．
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政，自主防災組織，隣近所，世帯の４つの主体に
１～４位の順位付け）では，全体で世帯が平均
順位2.2位と一番高く，次点で隣近所と自主防災
組織が2.6位，行政が2.7位であった．地区別では
苦水地区の世帯に対する平均順位が1.8位と高く，
長野県の防災事業として実施した個人ごとの防災
訓練の効果が出ているといえる．

佐久市行政に対する要望としては，道路や林道
などのインフラの点検や災害時のインフラの迅速
な復旧，防災無線の難聴対策などの生活インフラ
に対する要望に加え，自主防災組織の手厚いバッ
クアップを期待する意見があった．情報伝達に関
しては2014年２月の大雪におけるtwitterによる
情報伝達が評価された一方で，難聴の高齢者への
情報伝達方法が少ないことに対する不安に関する
意見があった．全体の意見を通して，東日本大震
災や2014年２月の大雪などの想定外の災害に対す
る不安が背景にある．

自主防災組織に対する希望としては，防災訓練
の形骸化への不安や徹底化への希望，高齢化への
不安，区長の任期が短いことに対する不安などが
挙げられた．地区ごとに自主防災組織の活性度や
特性は大きく違うものの，高齢化の不安や自主防
災組織と防災訓練には改善が必要だと感じている
住民が多い．

Ⅳ－６　小括
以上のアンケート結果の分析から，苦水地区は

高齢化が進んでいるものの防災の意識が高く，世
帯の防災を重要とする傾向が強く，防災懇談会の
影響の結果が大きく現れた．三家地区は高齢化が
進む一方，防災訓練が実施されていないものの防
災マップの活用が積極的に行われていた．店舗に
よる防災意識が防災マップの運用に現れていると
推察できる．三分地区は回答率がよく，若年層の
回答が多かった．三分地区は避難所が市によって
指定されていないことから自主防災組織の指定す
る避難所の周知が不足していた．入布施地区は農
業従事者が多い地域であり，農村的な社会組織が
維持されていたため，近所の声がけによる防災訓

練の参加が多かった．下越地区は避難所の認知度
がもっとも高かった．

Ⅴ　2014年２月の雪害への対応

本章では2014年２月に発生した雪害を事例とし
て，「市の対応」「自主防災組織の対応」から佐久
市行政および地域の想定外の災害への対応を明ら
かにする．

Ⅴ－１　2014年２月の雪害概要
冬型低気圧を起因とした2014年２月７日から９

日，14日から16日の二度にわたる雪害は，日本の
太平洋側を中心に大雪を降らせ，平時では降雪量
の少ない地域における長時間の降雪が発生したこ
とが大きな特徴であった（気象庁 2014）．特に２
月14日から16日の被害が大きく関東甲信地方では
記録的な大雪（第９図）となり，広い範囲で交通
障害，停電，電話不通，農作物の被害などが発生
した．本研究の対象地域である長野県佐久市は雪
の少ない地域にも関わらず，雪害の被害を受けた
自治体の１つであった．

佐久市に一番近い積雪観測点である長野地方

第９図　2014年２月14～16日の最深積雪量
 　（気象庁資料より作成）
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気象台軽井沢観測点では1925年以来歴年最深の
99cmの積雪（第10図）が観測された．なお，佐
久市の実際の積雪量としては，100cm程度であっ
たとの報告もあった．この大雪の被害を佐久市災
害本部（2014）の報告書では以下のようにまとめ
ている．佐久市丸山・馬坂・広川原地区が孤立し，
馬坂・広川原地区の全戸停電，同地区で除雪作業
にあたっていた作業員３名が行方不明になり，次
の日に自力で広川原地区の住民宅にたどり着き，
保護されている．佐久市の農業被害はビニールハ
ウス等の倒半壊が1,821棟，養鶏ひな2,000羽，生
乳廃棄11.7ｔであり，被害総額にして約8.5億円に
上った．佐久市の交通インフラにおいても上信越
自動車道をはじめとした主要道の通行止め，新幹
線や在来線の運休により，佐久市への出入りがで
きなくなり，佐久市に居住しない人を中心に孤立
者が続出した．2014年２月の雪害は平時では積雪
の少ない地域である佐久市にとって想定外の災害
が発生した事例であった．

Ⅴ－２　佐久市の対応
2014年２月14日から15日にかけて発生した大雪

災害は，佐久市がこれまでに経験したことのない
記録的なものであり，短時間に全市的な規模の災
害となったため，その対応は困難を極めた．２月
14日10時50分に気象庁から佐久市を含む長野県中
部に大雪警報が発令され，全職員が連絡体制を
とった．すでにその時点である程度の積雪があり，

佐久市内では委託を受けた地元の業者が除雪およ
び融雪剤の散布を行った．ちなみに，佐久市では
除雪機や除雪車を使用する必要がある程度の積雪
は平時の冬では３回ほどであるため，佐久市独自
の除雪機や除雪車は保有していなかった．佐久市
災害対策本部は翌２月15日の７時50分に立ちあげ
られ，被害状況などの情報収集や市民への情報提
供，関係各機関との連携による除雪や問題への対
応にあたった．しかし，道路の除雪が追いついて
おらず市内の交通網が寸断されたため，職員の参
集や配備は大きく遅れた．

高速道路や一般道路の通行止め等により商工業
活動や市民生活に大きな影響を与えていたことか
ら，佐久市は幹線道路から優先して除雪作業を行
い，24時間体制で除雪を進めた．上述の通り，道
路の除雪は佐久市が委託した地元の建設業者が行
うことになっていたが，交通麻痺により重機等の
オペレーターの確保に時間がかかり，近隣市町村
でレンタル重機の需要が高まったため，除雪機の
確保が遅れる事態となった．また，市民や業者に
よる除雪作業が行われる一方で，除雪した雪捨て
場の確保が問題となった．佐久市は雪捨て場を確
保するため，市内の公共施設や河川沿い，比較的
大きな空き地を中心に，その土地の所有者や長野
県と話し合って許可を取り付け，雪捨て場を用意
した．２月17日から防災無線で，用意ができた雪
捨て場から順次その場所を住民に知らせるととも
に，除雪した雪を道路や水路などに投げ入れない

第10図　軽井沢観測点における2014年２月14～15日の積雪量
 　（長野県地方気象台軽井沢観測点資料より作成）
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よう注意を促した．佐久市が用意した雪捨て場は
11か所（第11図）であった．雪捨て場は市内各地
に設けられ３月９日まで使用された．また小諸
市からも雪捨て場を使わせてほしいとの連絡が
あり，TDK千曲川工場跡地の雪捨て場（写真２）
で受け入れた．雪捨て場はその後，雪に含まれて
いた土砂の撤去や整地作業などを行い，原状に戻
す作業が行われた．

佐久市は各区に対してもいくつかの対応を行っ
ている．まず通報員の各区長への派遣があげられ
る．各区の区長のところに通報員を向かわせ，被
害状況や市への要望などを聞き取り，情報を収集
した．ただ通報員も大雪のため参集不可であった
り，市役所の職員であるため災害対応にあたる職
員が不足したりするなどの問題が生じた．そのた
めこの大雪災害をきっかけに通報員の数を各地区
２人に増やすとともに，建設課の職員など災害時
に他の任務が優先される職員は通報員から除外す
るなどの解決策を佐久市は検討している．

佐久市では生活道路の除雪にまで手が回らな
かったことから，地区によっては自前のトラク
ターや除雪機を使うなどして住民が道路を含め除

雪を行っていた．さらに区によっては独自に建設
業者に除雪を依頼していた区もあり，その除雪費
を誰がまかなうのかが問題となっている．これに
対し佐久市は，区（自主防災組織）でそれぞれ行
われていた除雪作業に，経費を交付することを決
定した．区の世帯数に応じた規模別均等割の金額
に加えて，区の世帯数×100円の交付金が240の区
にそれぞれ交付された．ただし，この交付金の交
付には除雪中の写真を添付し報告することなど一
定のルールを定めた上で行われた．

その他の市民生活等に対する広域的な対応とし
ては，上信越自動車道の通行止め，および滞留車
両の発生への対応がある．上信越自動車道は通行
止めや積雪の影響で，多くの車が立ち往生してい
た．このような車が除雪作業の妨げになることか
ら，佐久市は佐久インターチェンジ近くの２企業
の協力を得て駐車場を除雪した上で，滞留車両の
移動場所の確保に努めた．また滞留車両および新
幹線の乗客等への物資の配布も行った．

さらに佐久市は防災無線をはじめ佐久市ホーム
ページやFacebook，佐久ケーブルテレビ，FMさ
くだいらを通じた市民への情報の提供を続けた．
この他に佐久市長が個人で使用しているtwitter
の活用が，佐久市内の状況把握や情報発信の一助
となった．佐久市としてはあくまで佐久市長の私
的なものとしてとらえ，twitterで寄せられる情
報は正確かどうかきちんと判断した上で，対応の

第11図　佐久市が用意した雪捨て場の分布
 　（聞き取り調査により作成）

写真２　TDK千曲川工場跡地の雪捨て場
 　（2014年５月矢ケ﨑撮影）
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ためのひとつの参考材料として活用した．
この大雪災害はこれまで佐久市が経験したこと

のない規模であり，佐久市は対応にあたって浮き
彫りになった課題を洗い出し，それを検証した報
告書を2014年７月に公表した（佐久市災害本部 
2014）．

Ⅴ－３　自主防災組織の対応
2014年２月の大雪は，住民をはじめ自主防災組

織にとってもはじめての経験であった．どの区に
おいても最初はひとりひとりの住民や近所で対応
することで精一杯だったが，次第に住民同士や自
主防災組織でまとまって除雪にあたることができ
た．

この大雪では夜のうちに多くの雪が積もったこ
とで，朝になって多くの住民が自宅から出られな
い事態となった（写真３）．そのためほとんどの
住民は自宅の周りの除雪から行った．高齢者のみ
の世帯など除雪が困難な場合，近隣の世帯で協力
し合い除雪を行った．また高齢者のひとり暮らし
世帯では，除雪できず家から出られないと区長な
どに連絡があった区もあったが，近所の人に連絡
して除雪してもらう等の対応をとった．行政は幹
線道路の除雪を優先したため，その時点で除雪さ
れていなかった生活道路や歩道，通学路などの除
雪は，区の役員や自主防災組織で人数を集めて実
施するようになった．このように，はじめは個人

での除雪が中心だったものの次第に組織的な除雪
が行われるようになった．

除雪が進むにつれその雪をどこに捨てるかが問
題となった．三家地区では，滑津川の河川敷を独
自の雪捨て場として一時的に利用し，重機を持つ
他の区の住民が整理を行うなど協力して対応し
た．また苦水地区や三分地区では，春以降の稲作
への影響を懸念する農家も多く一時的ではあった
が，所有者の許可を得て田や放棄田へ雪を捨てる
ことができた．佐久市は市内各地に雪捨て場を用
意し，大雪の２～３日後にかけて，防災無線など
で各区に伝えたが，雪捨て場から距離があり除雪
の済んでいない道路があったことや，区内で雪捨
て場が確保できたことから，苦水地区や三分地区
では佐久市が用意した雪捨て場を利用しなかっ
た．その他の区はそれぞれ雪捨て場を利用した．

住民の中には，自己所有のトラクターや油圧
ショベルで道路の除雪に協力する人も多くいた．
また三家地区は独自に建設業者に連絡を取って除
雪を要請していたほか，苦水地区では近くで道路
工事をしていた業者に油圧ショベルを借りて除雪
を行った（写真４）．佐久市では2013年９月，市
内の自主防災組織に対して除雪機の購入を補助す
る制度の導入を決め各区に制度の活用を働きかけ
ていたが，活用していた地区はなかった．特に，
入布施地区は通学路の除雪を目的として除雪機を
導入していたが，除雪機購入補助以前に導入した

写真３　2014年２月の佐久市における大雪
 　（三家地区提供）

写真４　業者による除雪作業
 　（苦水地区提供）
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ものであった．今回の大雪では30㎝以上の雪は除
雪することができなかったが一定の除雪は行うこ
とができた（写真５）．その一方で，住民が保有
していた機材を利用して，道路の除雪を進めてい
たが，除雪費の負担が各区にとって一番の不安材
料となっていた．除雪作業にかかる経費を佐久市
が負担するとの連絡が各区にあったのは，大雪の
２～３日後であった．交付の条件として，だれが
どの道路を除雪したのかがわかるような写真等の
提出を求められたため，それがわかる写真や地図，
情報を区長がまとめ佐久市に提出した．

この大雪は住民にとってもはじめての経験であ
り，被災直後は自由に身動きが取れなかったこと
から，自主防災組織よりも近所同士の助け合いが
大きく役立つことになった．しかし次第に，大人
数がまとまって活動することができるようにな
り，周辺の道路や歩道など行政による除雪だけで
は追いつかなかった部分の除雪を自主防災組織や
区といった組織が担うこととなった．なお，入布
施地区では除雪機を事前に購入していたが，今回
の積雪はその対応能力を越えており，実質的にこ
の大雪に備え，雪が降る前に区（自主防災組織）
として何らかの対応をしていた区はなく，予報に
よる対応が困難だったことがうかがえる．

Ⅵ　公助・共助・自助の関係性

本章では佐久市の公助，共助，自助の主体関係
から地域の防災意識と防災力の考察をおこなう．

公助としての佐久市と共助を担う自主防災組織
の関係性では，佐久市は自主防災組織の結成，地
域防災訓練の実施の働きかけ，防災用品に対する
助成金を用意するなどの共助に対する政策を行っ
ているが，自主防災組織の結成年が浅く，区長が
頻繁に入れ替わることから自主防災組織の機能が
充実しているとは言えない状態である．自主防災
組織は区長が入れ替わる頻度が多いことで一貫し
た取り組みができないこと，住民の防災意識が希
薄なことで自主防災組織の活動が形式だけに留
まってしまうことがある．佐久市は総合防災訓練
や通報員などを通して，自主防災組織との災害時
の情報伝達や支援を行う計画であるが，自主防災
組織が対応できていない現実が明らかになった．

共助を担う自主防災組織と自助としての世帯お
よび個人の関係性では，主に地域防災訓練やささ
え合いマップを通して，防災への取り組みを行う
が，防災訓練の内容不足やささえ合いマップが共
有されないなどの問題点が浮上した．特にささえ
合いマップに関しては，個人情報が壁となり，防
災に必要な使われ方をしていない現状があった．
その一方で，苦水地区などの別荘地を抱える地域
においては，別荘地の特性上，住民が定住しない
ため，意思疎通や交流が少なかったが，2007年の
水害以降に関係が改善されつつあった．

公助としての佐久市と自助としての世帯および
個人の関係性では，佐久市からの働きかけは防災
無線などによる総合防災訓練などの周知や防災
マップの配布程度であるが，佐久市の規模を考え
た場合，自助に対する働きかけをこれ以上行うこ
とには限界がある．その一方で，下越地区などの
ように，防災マップを各世帯で積極的に利用する
地区もあり，防災マップは一定の成果を上げてい
る．2014年２月の雪害では住民が自主防災組織を
通さずに直接，佐久市へ情報を提供したため，多
少の混乱が見られたが，佐久市長のtwitterアカ

写真５　入布施地区の除雪機
 　（入布施地区提供）
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ウントから取得した佐久市民のつぶやきを参考に
して，除雪対応に役立てたことは良い事例となっ
たといえる．

Ⅶ　おわりに

佐久市が共助を担う自主防災組織の結成を働き
かけてきた結果，佐久市の自主防災組織は形にな
りつつある．一方で，災害が少ないイメージを持
つ住民が多く，自主防災組織の機能には地区ごと
に大きな差異が生じていた．今後は佐久市の自主
防災組織を育成および創発させる政策が課題とな
るが，240区ある自主防災組織のすべての対応は，
偶発的に発生する災害への対策としては時間を有
するため難しい．通報員と自主防災組織の関係性
を向上させるなど地区の事情や災害に合わせて最
適なタイミングで対応するなど，日ごろから自主
防災組織と佐久市が意思疎通を行うことが望まし
い．その一方で，2014年の雪害では佐久市長の
twitterアカウントが佐久市民の隠れた声を収集
できたことは災害におけるIT活用の良い事例で
あった．

災害を経験した地区は意識が高くなる傾向があ

るが，災害を経験しない地区では住民の防災意識
の向上や維持に限界がある．そこで，東日本大震
災などの地区外で発生した災害を地区内で議論す
るなど，定期的な災害を想定した情報交換が重要
となるであろう．これに加え，ささえ合いマップ
のような，個人情報を含むものの適切な運用がな
されれば地域防災に効果的な取り組みは，個人情
報に対する取り決めや地区の実情に合わせて調整
しなければいけない．その一方で，苦水地区の別
荘地の住民や，雪害時に佐久市内に取り残された
人々などの佐久市が想定していなかった人々への
対応も今後の課題となるであろう．特に別荘地の
住民は佐久市の住民ではないため，行政による災
害対策や支援を行いにくい．今までは別荘地の所
有者の自助に任されたが，自主防災組織との連携
が模索されていることは大きな進展であった．

佐久市のように，災害が少ないイメージを住民
が持っている地域では，持続的に災害意識を保つ
必要があり，日ごろの自主防災組織や世帯および
個人の防災活動の意味が大きくなる．想定外の災
害を意識した場合，公助・共助・自助の円滑な関
係を構築することで災害意識を高め，より最適な
防災活動を行うことができるであろう．

佐久市役所の取り組みを丁寧にお話してくださった佐久市庶務課防災係清水淳一氏，自主防災組織の取
り組みと地区の概要を親切に教えていただいた入布施地区の荻原昌幸氏，同地区の佐藤正寿氏，苦水地区
の上原秀治氏，同地区賛助会の皆さま，下越地区の井出清一氏，同地区の佐々木均氏，三分地区の堀口幸
彦氏，三家地区の武井亨氏には調査に際し，大変お世話になりました．ここに記して感謝申し上げます．

［注］
１）津波情報，緊急地震速報，弾道ミサイル情報など対処に時間的余裕のない事態に関する情報を，人工

衛星を用いて国から送信し市区町村の防災行政無線や緊急速報メール等を自動起動するシステムであ
る．

２）自主防災組織における班は基本的には，情報班は公民館長など，消火班は消防団のOBなどが班員と
され，近所の数～十数世帯で構成される地域組織としての“班”とは異なる．

３）本来，生産年齢世代は15～65歳であるが，本研究では18～65歳を生産年齢世代とする．
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